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　平成15年９月に地方自治法が改正され、体育施設、文化施設、社会福祉施設など公の施設の管理に
指定管理者制度が導入されました。これまでは、公共団体(市町村や土地改良区など)、公共的団体（農
協、自治会など）および自治体が出資する第三セクターなどに限定されていた公の施設の管理を民間企
業やＮＰＯなどを含むその他の団体が行うことができるようになりました。市では、この指定管理者制
度に基づき本庄市老人福祉センターつきみ荘および本庄市民文化会館について、施設の管理を行う団体
を募集します。詳しくは、募集要項をご覧ください。

　

高
齢
者
の
健
康
増
進
、
教
養
の

向
上
お
よ
び
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

の
た
め
の
便
宜
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
設
置
さ
れ
た
本
庄
市
老
人
福

祉
セ
ン
タ
ー
つ
き
み
荘
の
指
定
管

理
者
を
募
集
し
ま
す
。

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務

施
設
等
の
利
用
の
許
可
等
に
関

す
る
業
務

施
設
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る

業
務

管
理
運
営
上
、
市
長
が
特
に
必

要
と
認
め
る
業
務

指
定
期
間

　

平
成
18
年
９
月
１
日
〜
平
成
21

年
３
月
31
日
（
２
年
７
か
月
）

申
請
の
受
付
期
間

　

４
月
10
日

〜
19
日

※
受
付
時
間
は
午
前
９
時
か
ら
午

後
４
時
30
分
ま
で
（
土･

日
を
除

く
）

本庄市老人福祉センターつきみ荘

募
集
要
項
の
配
布
場
所
お
よ
び
申

請
書
の
提
出
先

　

介
護
い
き
が
い
課
高
齢
者
福
祉

係
（
市
役
所
１
階
）

※
申
請
は
、
持
参
に
限
り
ま
す
。

ま
た
、
申
請
書
等
の
書
類
の
確
認

を
行
い
ま
す
の
で
、
申
請
に
際
し

て
は
事
前
に
電
話
の
う
え
、
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

募
集
要
項
等
の
配
布
期
間

　

３
月
１
日

〜
23
日

※
募
集
要
項
等
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(http://w
w
w
.city.honjo.lg.jp/)

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

現
地
説
明
会　

３
月
23
日

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★
介
護
い
き
が
い
課
高
齢
者
福
祉

係 

１
１
２
７
・

１
９

６
３･

メ
ー
ル
ア
ド
レ
スin

fo

@
city.h

o
n
jo
.lg.jp

　

市
民
文
化
の
向
上
に
寄
与
し
、

住
民
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
設
置
さ
れ
た
本
庄
市
民

文
化
会
館
の
指
定
管
理
者
を
募
集

し
ま
す
。

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務

 

施
設
等
の
利
用
の
許
可
等
に
関

す
る
業
務

 

施
設
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る

業
務

 

管
理
運
営
上
、
市
長
が
特
に
必

要
と
認
め
る
業
務

指
定
期
間

　

平
成
18
年
９
月
１
日
〜
平
成
21

年
３
月
31
日
（
２
年
７
か
月
）

申
請
の
受
付
期
間

　

４
月
11
日

〜
19
日

※
受
付
時
間
は
午
前
９
時
か
ら
午

後
４
時
30
分
ま
で
（
月
曜
日
を
除

く
）

募
集
要
項
の
配
布
場
所
お
よ
び
申

請
書
の
提
出
先

　

本
庄
市
民
文
化
会
館

※
申
請
は
、
持
参
に
限
り
ま
す
。

ま
た
、
申
請
書
等
の
書
類
の
確
認

を
行
い
ま
す
の
で
、
申
請
に
際
し

て
は
事
前
に
電
話
の
う
え
、
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

募
集
要
項
等
の
配
布
期
間

　

３
月
１
日

〜
24
日

※
募
集
要
項
等
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(http://w
w
w
.city.honjo.lg.jp/)

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

現
地
説
明
会　

３
月
24
日

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★
本
庄
市
民
文
化
会
館

２
８

４
１
・

２
８
４
２
・
メ
ー

ル
ア
ド
レ
スinfo@

city.honjo.

lg.jp

本庄市民文化会館

本庄市老人福祉センターつきみ荘の概要

名　　称 本庄市老人福祉センターつきみ荘

所 在 地 本庄市沼和田127番地１

設置時期 昭和58年５月

建物概要

構造　鉄筋コンクリート造一部２階建
敷地面積　9,413㎡
建物面積　1,296.77㎡
施設内容　大広間、機能回復訓練室、
　　　　　教養娯楽室３、浴室２

その他 平成17年３月から浴室を休止

本庄市民文化会館の概要

名　　称 本庄市民文化会館

所 在 地 本庄市北堀1422番地３

設置時期 昭和56年１月

建物概要

構造　鉄筋コンクリート造３階建
敷地面積　12,346.19㎡
建物面積　5,507.49㎡
施設内容　ホール(1,200席)、化粧室５、
　　　　　会議室６、多目的ホール２、
　　　　　レストラン１

本
庄
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

つ
き
み
荘
の
指
定
管
理
者
を
募
集

本
庄
市
民
文
化
会
館
の

指
定
管
理
者
を
募
集
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平
成
17
年
10
月
に
障
害
者
自
立
支
援
法
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
法
律
は
、
身
体
障
害
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
、
お
よ
び
児
童

ご
と
に
制
度
が
異
な
っ
て
い
た
福
祉
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
一
元
化

す
る
と
と
も
に
、
障
害
者
の
自
立
を
支
援
す
る
新
た
な
福
祉
制
度

を
構
築
す
る
も
の
で
す
。
４
月
１
日
以
降
、
制
度
改
正
が
順
次
実

施
さ
れ
ま
す
の
で
そ
の
主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

福
祉
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
場
合
、
原
則
と
し
て
サ
ー
ビ

ス
費
用
の
１
割
を
自
己
負
担
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
施
設
を
利
用
す
る
場
合
、

食
費
や
光
熱
水
費
が
自
己
負
担
に

　

身
体
障
害
者
の
更
生
医
療
、
精

神
障
害
者
の
通
院
医
療
費
公
費
負

担
、
児
童
の
育
成
医
療
が
自
立
支

援
医
療
に
一
元
化
さ
れ
ま
す
。

　

居
宅
介
護
、
短
期
入
所
、
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

が
全
障
害
共
通
の
制
度
に
な
り
、

審
査
会
に
よ
る
障
害
程
度
区
分
認

定
に
よ
り
利
用
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

な
り
ま
す
。

※
低
所
得
の
人
に
は
、
自
己
負
担

金
軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※
利
用
者
負
担
の
見
直
し
は
、
原

則
４
月
１
日
で
す
が
、
補
装
具
の

負
担
見
直
し
は
、
10
月
１
日
に
行

わ
れ
ま
す
。

　

平
成
18
年
10
月
以
降
５
年
間
を

か
け
て
、
障
害
者
の
自
立
に
必
要

な
訓
練
を
提
供
す
る
新
体
系
の
施

設
に
再
編
さ
れ
ま
す
。

　

障
害
の
あ
る
人
が
、
住
ん
で
い

る
地
域
で
自
立
し
て
生
活
で
き
る

よ
う
に
、
様
々
な
事
業
を
行
な
う

地
域
生
活
支
援
事
業
（
地
域
活
動

支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業
な
ど
）

が
、
10
月
か
ら
開
始
さ
れ
ま
す
。

　

障
害
者
自
立
支
援
法
を
理
解
し

て
も
ら
う
た
め
説
明
会
を
開
催
し

ま
す
の
で
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

※
参
加
の
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

〈
児
玉
地
区
〉

日
時　

３
月
19
日

午
前
10
時
〜

会
場　

児
玉
文
化
会
館(

セ
ル
デ
ィ)

　
　
　

大
会
議
室

〈
本
庄
地
区
〉

日
時　

３
月
19
日

午
後
２
時
〜

会
場　

中
央
公
民
館
会
議
室

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★
福
祉
課

１
１
２
５
・

１
９
６
３
、
総
合
支
所
健
康
福

祉
課

１
３
３
１
・

４

２
１
６

　

こ
れ
ら
の
制
度
改
正
に
伴
い
、

居
宅
・
施
設
・
医
療
の
サ
ー
ビ

ス
を
現
在
利
用
さ
れ
て
い
る
人

は
、
利
用
者
負
担
決
定
等
の
手

続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
手

続
き
の
方
法
は
、
２
月
初
め
に

手
紙
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、

ま
だ
済
ん
で
い
な
い
人
は
な
る

べ
く
早
く
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
手
続
き
が
変
わ
り
ま
す

障
害
者
施
設
が

新
体
系
に
移
行
し
ま
す

利
用
者
負
担
が
見
直
さ
れ
ま
す

地
域
社
会
で
生
活
す
る

障
害
者
の
自
立
を
支
援
し
ま
す

医
療
サ
ー
ビ
ス
が
統
合
さ
れ
ま
す

　市では重度の介護を要する高齢者を在宅介護している低所得世帯の
ご家族に対して、家族介護慰労金を支給します。次の要件に該当する
ご家族は申請をしてください。

支給対象者
　介護保険の要介護認定で、要介護４または５に認定されてから１年
以上経過している高齢者を自宅で介護している低所得世帯（世帯員す
べてが市民税非課税）の家族

支給要件
①介護保険によるサービスを過去１年間受けていないこと（年間１週
間程度の短期入所を除く）
②過去１年間、病院または診療所に１か月以上継続して入院していな
いこと
＊お問い合わせは下記へ
★介護いきがい課 1722、総合支所健康福祉課介護いきがい係

1331

　

去
る
12
月
24
日
に
逝
去
さ
れ
た
、

元
本
庄
市
立
旭
小
学
校
長
の
故

武
政
高
夫
氏

‖

南
２

‖

の
生
前
の

功
績
に
対
し
、
従
五
位
瑞
宝
双
光

章
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　

ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

故 武政 高夫 氏

 

叙
位
叙
勲

　

故
武
政
高
夫
氏
に
従
五
位
瑞
宝
双
光
章

｢本庄市家族介護慰労金｣のお知らせ

■
障
害
者
自
立
支
援
法
の

　

説
明
会
を
開
催


